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●
昭
和
郷
健
康
サ
ロ
ン　
医
師
に
よ

る
講
座
や
理
学
療
法
士
に
よ
る
体
操

指
導
を
行
い
ま
す
。
転
ば
な
い
身
体

づ
く
り
を
目
指
し
、
健
康
寿
命
を
延

ば
し
ま
し
ょ
う
。　

日
時
４
月
〜

２
０
２
０
年
３
月
の
第
３
土
曜
日

（
全
12
回
）の
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

30
分　
場
所
昭
和
郷
高
齢
者
複
合
施

設（
中
神
町
）　
対
象
65
歳
以
上
の
方　

定
員
30
人（
申
込
順
）　

参
加
費
１

回
100
円　
申
込
３
月
16
日
か
ら
昭
和

郷
高
齢
者
複
合
施
設
内
さ
く
ら
ガ
ー

デ
ン
☎
541
３
０
１
２

へ　
〈
地
域
包
括
ケ
ア

担
当
〉

●
は
じ
め
て
赤
ち
ゃ
ん
の
た
め
の
育

児
講
座　
日
時
４
月
10
日・24
日
、５

月
８
日（
い
ず
れ
も
水
曜
日
／
全
３

回
）の
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

場

所
児
童
セ
ン
タ
ー「
ぱ
れ
っ
と
」　
対

象
平
成
30
年
12
月
〜
31
年
１
月
生
ま

れ
の
お
子
さ
ん（
第
１
子
）と
保
護
者　

※
市
外
在
住
の
方
を
除
く　
内
容
ベ

ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
か
ら
だ
の
話
、

遊
び
の
話　
定
員
15
組（
多
数
抽
選
）　

申
込
往
復
は
が
き
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
に「
は
じ
め
て
赤
ち
ゃ
ん
の
た
め

の
育
児
講
座
」と
、住
所・氏
名（
ふ
り

が
な
）・
電
話
番
号
、
お
子
さ
ん
の
氏

名（
ふ
り
が
な
）・
生
年
月
日
・
性
別
を

記
入
し
、３
月
27
日（
必
着
）ま
で
に
次

の
送
付
先
へ（
１
人
１
通
の
み
）　
▽

郵
送
＝
〒
196-

８
５
１
１　
市
役
所

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー（
返
信

面
に
も
住
所
・
氏
名
を
記
入
）　
▽
電

子
メ
ー
ル
＝kodom

osien@
city.

akish
im
a.lg
.jp

（
市
か
ら
返
信
で

き
る
よ
う
メ
ー
ル

の
設
定
を
）

●
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
パ
・
マ
マ
学
級

日
時
４
月
20
日（
土
）の
午
前
９
時
30

分
〜
正
午　
場
所
あ
い
ぽ
っ
く　
対

象
安
定
期（
妊
娠
16
週
以
降
）の
妊
婦

と
夫　

内
容
沐も

く

浴
及
び
お
む
つ
交

換
の
実
習
、
妊
婦
体
験
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

の
試
着
な
ど　
定
員
30
組（
申
込
順
）　

持
ち
物
母
子
健
康
手
帳
、
タ
オ
ル　

申
込
３
月
18
日
か
ら
子
育
て
世
代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

●
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業

生
後
２
〜
３
か
月
の
お
子
さ
ん
の
い

る
家
庭
に
訪
問
員
証
を
携
帯
し
た
保

健
師
な
ど
が
訪
問
し
、
３
〜
４
か
月

児
健
診
の
案
内
、
育
児
相
談
、
子
育

て
情
報
の
提
供
を
行
い
ま
す
。
不
在

の
場
合
は
再
訪
問
し
ま
す
。
な
お
、

出
生
通
知
票
を
提
出
し
て
い
な
い
方

は
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
４
月（
平
日
の
み
）の
午
前
９

時
〜
午
後
５
時　

対
象
平
成
31
年

２
月
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん
の
い
る
世

帯　
〈
子
育
て
世

代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
〉

●
ま
ち
づ
く
り
委
員
会　
日
時
３
月

22
日（
金
）の
午
後
７
時
か
ら　
場
所

市
役
所
205
会
議
室　
傍
聴
市
役
所
西

側
出
入
口
か
ら
直
接
会
場
へ　
〈
都

市
計
画
係
〉

審
議
会
・

�
委
員
会

福
祉
・
健
康

あ
い
ぽ
っ
く

健
康
係
・
地
域
保
健
係

�

☎ 

544
５
１
２
６

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�

☎ 

543
７
３
０
３

�

※
申
し
込
み
は
、午
前
８
時
30
分
か
ら

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

☎ 

543
９
０
４
６

　助成を受けている方は、請求書に押印
のうえ、市役所障害福祉係、あいぽっく、
東部出張所のいずれかに提出してくださ
い。締め切り日を過ぎると受け付けでき
ませんのでご注意ください。
◇添付書類
＊ タクシー利用費＝平成30年10月１日～
31年３月31日に乗車した領収書

＊ ガソリン費＝31年１月１日～３月31日
に自動車に給油した領収書

※ 受給はいずれか一方です。
※ 施設入所中の方は
対象となりません。

☆詳しくは、障害福
祉係へ。

タクシー利用費助成、心身障
害者自動車ガソリン費等助成
の請求は４月10日まで 　リチウムイオン電池とは、

デジタルカメラや携帯電話な
どに使用されている充電式電
池で、右下の図のようなマー
クが記載されています。
　全国のリサイクル工場で、
リチウムイオン電池が原因と
思われる発火事故が増えてい
ます。火災事故の防止のため、
廃棄するときは次のとおりご
協力ください。
◎電池が取り外せる場合
　電子機器から取り外して
「有害ごみ」として市の収集に
出すか、家電販売店などのリ
サイクル協力店にお持ちくだ
さい。

◎電池が取り外せない場合
　充電式電池が内蔵されてい
て取り外せない電気シェー
バー、電動歯ブラシ、電子た
ばこなどは、「不燃ごみ」とし
て出してください。
　プラスチックには、決して
混ぜないでください。
☆詳しくは、リサイクル係（環
境コミュニケーションセン
ター内）☎546-5300へ。

リチウムイオン電池は
適正に処分を

火災の危険が
あります！


